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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成28年6月2日(2016.6.2)

【公表番号】特表2015-530796(P2015-530796A)
【公表日】平成27年10月15日(2015.10.15)
【年通号数】公開・登録公報2015-064
【出願番号】特願2015-526499(P2015-526499)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｗ  28/04     (2009.01)
   Ｈ０４Ｗ  16/28     (2009.01)
   Ｈ０４Ｊ  99/00     (2009.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｗ   28/04     １１０　
   Ｈ０４Ｗ   16/28     １３０　
   Ｈ０４Ｊ   15/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年4月4日(2016.4.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線アクセスネットワークのノード（100）を動作させる方法であって、
　第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）の期間に、前記無線アクセスネットワークからの第１及
び第２のデータブロックを、それぞれ多入力多出力（ＭＩＭＯ）無線チャネルの第１及び
第２のＭＩＭＯレイヤで無線端末（200）へ送信するステップ（2507）と、
　前記第２のデータブロックに対する否定応答（ＮＡＣＫ）メッセージの受信に応じて、
第２のＴＴＩについての下りリンク・シグナリングを、前記無線アクセスネットワークか
ら前記無線端末（200）へ送信するステップ（2511, 2603）であって、前記下りリンク・
シグナリングが、前記第１のＭＩＭＯレイヤについての間欠送信（ＤＴＸ）インジケータ
と、前記第２のＭＩＭＯレイヤについての再送データインジケータとを含む、前記ステッ
プと、
　前記第２のデータブロックに対する前記否定応答（ＮＡＣＫ）メッセージの受信に応じ
て、前記第２のＴＴＩの期間に、当該第２のデータブロックを、前記無線アクセスネット
ワークから前記第２のＭＩＭＯレイヤで前記無線端末（200）へ再送するステップ（2515,
 2605）と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記下りリンク・シグナリングを送信するステップは、前記第１のデータブロックに対
する確認応答（ＡＣＫ）メッセージの受信、及び前記第２のデータブロックに対する前記
否定応答（ＮＡＣＫ）メッセージの受信に応じて、前記下りリンク・シグナリングを送信
するステップ（2511）を含み、
　前記第２のデータブロックを再送するステップは、前記第１のデータブロックに対する
前記確認応答（ＡＣＫ）メッセージの受信、及び前記第２のデータブロックに対する前記
否定応答（ＮＡＣＫ）メッセージの受信に応じて、前記第２のデータブロックを再送する
ステップ（2515）を含む、
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　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２のＴＴＩの期間に前記第２のデータブロックを再送するステップは、前記第２
のＴＴＩの期間に、前記第１のＭＩＭＯレイヤでデータを送信することなく前記第２のデ
ータブロックを再送するステップを含む、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のＴＴＩの期間に前記第１及び第２のデータブロックを送信する前に、前記第
１及び第２のＭＩＭＯレイヤについての第１及び第２のＨＡＲＱプロセス識別情報を選択
するステップ（2703, 2707）と、
　前記第２のＴＴＩについての前記下りリンク・シグナリングを送信する前に、前記第２
のＭＩＭＯレイヤについての前記第２のＨＡＲＱプロセス識別情報の関数として、前記第
１のＭＩＭＯレイヤについてのＨＡＲＱ－ＤＴＸプロセス識別情報を生成するステップ（
2719, 2723）と、
　を更に含むことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記下りリンク・シグナリングを送信するステップは、前記第１及び第２のデータブロ
ックに対する第１及び第２の否定応答（ＮＡＣＫ）メッセージの受信に応じて、前記下り
リンク・シグナリングを送信するステップ（2603）を含み、
　前記第２のデータブロックを再送するステップは、前記第１及び第２のデータブロック
に対する前記第１及び第２の否定応答（ＮＡＣＫ）メッセージの受信に応じて、前記第２
のデータブロックを再送するステップ（2605）を含む、
　ことを特徴とする請求項１、３及び４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２のＴＴＩの期間に前記第２のデータブロックを再送するステップは、前記第２
のＴＴＩの期間に、前記第１のＭＩＭＯレイヤでデータを送信することなく前記第２のデ
ータブロックを再送するステップを含む、
　ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２のＴＴＩの期間における前記第２のデータブロックの前記再送に対する確認応
答（ＡＣＫ）メッセージの受信に応じて、第３のＴＴＩについて、前記無線アクセスネッ
トワークから前記無線端末（200）へ下りリンク・シグナリングを送信するステップ（260
9）であって、前記第３のＴＴＩについての前記下りリンク・シグナリングが、前記第２
のＭＩＭＯレイヤについての間欠送信（ＤＴＸ）インジケータと、前記第１のＭＩＭＯレ
イヤについての再送データインジケータとを含む、前記ステップと、
　前記第２のＴＴＩの期間における前記第２のデータブロックの前記再送に対する前記確
認応答（ＡＣＫ）メッセージの受信に応じて、前記第３のＴＴＩの期間に、前記第１のデ
ータブロックを前記無線アクセスネットワークから前記第１のＭＩＭＯレイヤで前記無線
端末（200）へ再送するステップ（2611）と、
　を更に含むことを特徴とする請求項５又は６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のＴＴＩの期間に前記第１及び第２のデータブロックを送信する前に、前記第
１及び第２のＭＩＭＯレイヤについての第１及び第２のＨＡＲＱプロセス識別情報を選択
するステップ（2703, 2707）と、
　前記第２のＴＴＩについての前記下りリンク・シグナリングを送信する前に、前記第２
のＭＩＭＯレイヤについての前記第２のＨＡＲＱプロセス識別情報の関数として、前記第
１のＭＩＭＯレイヤについてのＨＡＲＱ－ＤＴＸプロセス識別情報を生成するステップ（
2719, 2723）と、
　を更に含むことを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
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　前記第１及び第２のデータブロックを送信するステップは、第１のＭＩＭＯランクに従
って前記第１及び第２のデータブロックを送信するステップを含み、
　前記下りリンク・シグナリングを送信するステップは、前記第２のデータブロックに対
する前記否定応答（ＮＡＣＫ）メッセージの受信、及び前記無線端末からの、前記第１の
ＭＩＭＯランクよりも低い第２のＭＩＭＯランクについての希望の受信に応じて、前記下
りリンク・シグナリングを送信するステップ（2603）を含み、
　前記第２のデータブロックを再送するステップは、前記第２のデータブロックに対する
前記否定応答（ＮＡＣＫ）メッセージの受信、及び、前記第１のＭＩＭＯランクよりも低
い前記第２のＭＩＭＯランクについての前記希望の受信に応じて、前記第１のＭＩＭＯラ
ンクに従って前記第２のＴＴＩの期間に前記第２のデータブロックを再送するステップ（
2605）を含む、
　ことを特徴とする請求項１、３、４、６、７及び８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記下りリンク・シグナリングを送信するステップは、前記第１のデータブロックに対
する否定応答（ＮＡＣＫ）メッセージの受信、前記第２のデータブロックに対する前記否
定応答（ＮＡＣＫ）メッセージの受信、及び前記第１のＭＩＭＯランクよりも低い前記第
２のＭＩＭＯランクについての前記希望の受信に応じて、前記下りリンク・シグナリング
を送信するステップを含む、
　ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２のＴＴＩの期間における前記第２のデータブロックの前記再送に対する確認応
答（ＡＣＫ）メッセージの受信に応じて、第３のＴＴＩについて、前記無線アクセスネッ
トワークから前記無線端末（200）へ下りリンク・シグナリングを送信するステップ（260
9）であって、前記第３のＴＴＩについての前記下りリンク・シグナリングが、前記第１
のＭＩＭＯレイヤについての再送データインジケータと、前記第２のＭＩＭＯレイヤにつ
いての間欠送信（ＤＴＸ）インジケータとを含む、前記ステップと、
　前記第２のＴＴＩの期間における前記第２のデータブロックの前記再送に対する前記確
認応答（ＡＣＫ）メッセージの受信に応じて、前記第３のＴＴＩの期間に、前記第１のＭ
ＩＭＯランクに従って、前記第１のデータブロックを前記無線アクセスネットワークから
前記第２のＭＩＭＯレイヤで前記無線端末（200）へ再送するステップ（2611）と、
　を更に含むことを特徴とする請求項９又は１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１のＴＴＩの期間に前記第１及び第２のデータブロックを送信する前に、前記第
１及び第２のＭＩＭＯレイヤについての第１及び第２のＨＡＲＱプロセス識別情報を選択
するステップ（2703, 2707）と、
　前記第２のＴＴＩについての前記下りリンク・シグナリングを送信する前に、前記第２
のＭＩＭＯレイヤについての前記第２のＨＡＲＱプロセス識別情報の関数として、前記第
１のＭＩＭＯレイヤについてのＨＡＲＱ－ＤＴＸプロセス識別情報を生成するステップ（
2719, 2723）と、
　を更に含むことを特徴とする請求項８から１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第２のＴＴＩの期間に前記第２のデータブロックを再送するステップは、前記第２
のＴＴＩの期間に、前記第１のＭＩＭＯレイヤでデータを送信することなく前記第２のデ
ータブロックを再送するステップを含む、
　ことを特徴とする請求項１０から１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１及び第２のＭＩＭＯレイヤについての第１及び第２のＨＡＲＱプロセス識別情
報を選択するステップ（2703, 2707）と、
　前記第１及び第２のＨＡＲＱプロセス識別情報の選択に応じて、前記第１のＴＴＩにつ
いて、前記無線アクセスネットワークから前記無線端末（200）へ下りリンク・シグナリ
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ングを送信するステップ（2503）と、
　前記第２のデータブロックに対する前記否定応答（ＮＡＣＫ）メッセージの受信に応じ
て、前記第２のＭＩＭＯレイヤについての前記第２のＨＡＲＱプロセス識別情報の関数と
して、前記第１のＭＩＭＯレイヤについてのＨＡＲＱ間欠送信（ＤＴＸ）プロセス識別情
報を生成するステップ（2719, 2723）と、を更に含み、
　前記第２のＴＴＩについての前記下りリンク・シグナリングを送信するステップは、前
記ＨＡＲＱ－ＤＴＸプロセス識別情報の生成、及び前記第２のデータブロックに対する前
記ＮＡＣＫメッセージの受信に応じて、前記第２のＴＴＩについての前記下りリンク・シ
グナリングを送信するステップを含み、
　前記第２のデータブロックを再送するステップは、前記ＨＡＲＱ－ＤＴＸプロセス識別
情報の生成、及び前記第２のデータブロックに対する前記ＮＡＣＫメッセージの受信に応
じて、前記第２のデータブロックを再送するステップを含む、
　ことを特徴とする請求項１、３、４、６、７及び８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　無線アクセスネットワーク（60）のノード（100）であって、
　多入力多出力（ＭＩＭＯ）無線チャネル（300）を介して無線端末（200）と通信するよ
う構成された送受信機（109）と、
　前記送受信機（109）と接続されたプロセッサ（101）と、を備え、
　前記プロセッサ（101）は、
　第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）の期間に、前記送受信機（109）を介して、第１及び第
２のデータブロックをそれぞれ前記ＭＩＭＯ無線チャネルの第１及び第２のＭＩＭＯレイ
ヤで無線端末（200）へ送信し、
　前記第２のデータブロックに対する否定応答（ＮＡＣＫ）メッセージの受信に応じて、
第２のＴＴＩについての下りリンク・シグナリングを、前記送受信機（109）を介して前
記無線端末（200）へ送信し、ここで、前記下りリンク・シグナリングが、前記第１のＭ
ＩＭＯレイヤについての間欠送信（ＤＴＸ）インジケータと、前記第２のＭＩＭＯレイヤ
についての再送データインジケータとを含み、
　前記第２のデータブロックに対する前記否定応答（ＮＡＣＫ）メッセージの受信に応じ
て、前記第２のＴＴＩの期間に、当該第２のデータブロックを、前記送受信機（109）を
介して前記第２のＭＩＭＯレイヤで前記無線端末（200）へ再送する、
　よう構成されることを特徴とするノード。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、前記第１のデータブロックに対する確認応答（ＡＣＫ）メッセージ
の受信、及び前記第２のデータブロックに対する前記否定応答（ＮＡＣＫ）メッセージの
受信に応じて、前記下りリンク・シグナリングを送信するよう構成され、
　前記プロセッサは、前記第１のデータブロックに対する前記確認応答（ＡＣＫ）メッセ
ージの受信、及び前記第２のデータブロックに対する前記否定応答（ＮＡＣＫ）メッセー
ジの受信に応じて、前記第２のデータブロックを再送するよう構成される、
　ことを特徴とする請求項１５に記載のノード。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、前記第１及び第２のデータブロックに対する第１及び第２の否定応
答（ＮＡＣＫ）メッセージの受信に応じて、前記下りリンク・シグナリングを送信するよ
う構成され、
　前記プロセッサは、前記第１及び第２のデータブロックに対する前記第１及び第２の否
定応答（ＮＡＣＫ）メッセージの受信に応じて、前記第２のデータブロックを再送するよ
う構成される、
　ことを特徴とする請求項１５に記載のノード。
【請求項１８】
　前記プロセッサは、第１のＭＩＭＯランクに従って前記第１及び第２のデータブロック
を送信するよう構成され、
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　前記プロセッサは、前記第２のデータブロックに対する前記否定応答（ＮＡＣＫ）メッ
セージの受信、及び前記無線端末からの、前記第１のＭＩＭＯランクよりも低い第２のＭ
ＩＭＯランクについての希望の受信に応じて、前記下りリンク・シグナリングを送信する
よう構成され、
　前記プロセッサは、前記第２のデータブロックに対する前記否定応答（ＮＡＣＫ）メッ
セージの受信、及び、前記第１のＭＩＭＯランクよりも低い前記第２のＭＩＭＯランクに
ついての前記希望の受信に応じて、前記第１のＭＩＭＯランクに従って前記第２のＴＴＩ
の期間に前記第２のデータブロックを再送するよう構成される、
　ことを特徴とする請求項１５に記載のノード。
【請求項１９】
　前記プロセッサは、更に、
　　前記第１及び第２のＭＩＭＯレイヤについての第１及び第２のＨＡＲＱプロセス識別
情報を選択し、
　　前記第１及び第２のＨＡＲＱプロセス識別情報の選択に応じて、前記第１のＴＴＩに
ついて、前記無線アクセスネットワークから前記無線端末（200）へ下りリンク・シグナ
リングを送信し、
　　前記第２のデータブロックに対する前記否定応答（ＮＡＣＫ）メッセージの受信に応
じて、前記第２のＭＩＭＯレイヤについての前記第２のＨＡＲＱプロセス識別情報の関数
として、前記第１のＭＩＭＯレイヤについてのＨＡＲＱ間欠送信（ＤＴＸ）プロセス識別
情報を生成し、
　　前記ＨＡＲＱ－ＤＴＸプロセス識別情報の生成、及び前記第２のデータブロックに対
する前記ＮＡＣＫメッセージの受信に応じて、前記第２のＴＴＩについての前記下りリン
ク・シグナリングを送信し、
　　前記ＨＡＲＱ－ＤＴＸプロセス識別情報の生成、及び前記第２のデータブロックに対
する前記ＮＡＣＫメッセージの受信に応じて、前記第２のデータブロックを再送する、
　よう構成されることを特徴とする請求項１５に記載のノード。
【請求項２０】
　前記プロセッサは、前記第２のＴＴＩの期間に、前記第１のＭＩＭＯレイヤでデータを
送信することなく、前記第２のデータブロックを再送するよう構成される、
　ことを特徴とする請求項１５から１９のいずれか１項に記載のノード。
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